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報告書（案）について

報告書（案）について事務局から説明があり、その後、討議が⾏われた。その概要は以下のとおり

アクワイアラーに対して登録義務や加盟店調査に係る義務を課すことについて賛成。

また、初期審査と途上審査を柔軟に組み合わせた調査体制を整備できることとすることについては反対ではないが、各社の取組が今のまま
でよいとされては困る。加盟店調査について、⼀定程度の⽔準が確保されなければならない。報告書の中に記載するか、条⽂の中に記載す
るかはともかく、実効的な体制が整備されるよう⼯夫してほしい。

PSPに対して任意登録制を課すことについては基本的に賛成。ただし、PSPを通して加盟店を拡⼤するというのはアクワイアラーの戦略で
ある。アクワイアラーにおいて、適正なPSPを使うことができる体制を整備することが必要。

またPSPに係る任意登録制について、既にある消費者庁の決済代⾏業者登録制度を単に引き継ぐのかという誤解が⽣じてしまうのではない
か。この登録制度は消費者庁の制度を引き継ぐ趣旨のものではなく、法的な義務付けを伴うものだということがわかるように、修正すべき
ではないか。

  との意⾒があり、事務局から
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加盟店調査について、⼀定程度の⽔準の確保が必要という点については、報告書案に記載している。なお、この点については、中間的な論
点整理では各事業者の裁量とするとしていたが、誤解を避けるために、裁量という⽂⾔を修正している。

アクワイアラーによる適正なPSPの活⽤について、PSPについては要件を満たした適正な事業者に登録を認めることとしている。登録PSP
には⼀定の責任が⽣じるし、また、無登録PSPを利⽤するアクワイアラーには責任が残る。こうした制度設計の下では、アクワイアラーに
は適正なPSPを選ぶインセンティブがある。

3点⽬の指摘については注釈を加える等の対応を検討する。
  という説明があったところ、委員⻑から

報告書案には「アクワイアラー等が⼀定⽔準の確保に留意しつつ判断することを⼀定程度許容すべき」という⽂⾔があるが、意味が不明瞭
なので、事務局には修⽂を考えていただきたい。

なお、PSPをアクワイアラーの履⾏補助者として考えることは理解が異なっているものと認識。
  という指摘・回答があった。

資料2のP.17の1（1）2つめの○の中に「委託先の管理」という⽂⾔があるが、この「委託先」にPSPは⼊らないという理解でよいか。

イシュアーとアクワイアラーを切り分けて、アクワイアラーに新たな登録制を設けるという点については、業界としてもやむを得ないもの
として受け⽌めている。ただし、この⾒直しにより、従来包括信⽤購⼊あつせん業者として適正に活動してきた者に対して必要以上の負担
を強いることにならないようにしてほしい。

業界側と⼀部の委員の考え⽅に相違があるという点も指摘しておきたい。事業者にとって、消費者というのは、クレジットカード会員とし
て⻑期に渡って取引する⼤切なお客様であるため、現状においても本来のクレジットカード事業者としての役割を超えて消費者対応をさせ
ていただいている。そうした取組がいつの間にかやって当たり前、やらないことがおかしいとなってしまっているのではないか。クレジッ
トカード会社としては、どこまで消費者対応をすればよいのかわからず⼾惑っている。

もっとも、こうした現状には業界にも責任がある。クレジットカードの仕組みや事業者が対応できることとできないことについての説明が
不⼗分だったかもしれない。こうした反省を踏まえ、消費者対応として、様々な機関との連携強化や業界内での研修の実施を⾏いたい。そ
の他、JDMの強化、不正使⽤対策についても、報告書に明記されており、これらも含めて引き続き取り組んでいきたい。

  という質問・意⾒があり、事務局から

「委託先の管理」という⽂⾔については、⾃らの業務をアウトソースする場合の規定として、現⾏法を踏まえて記載した。PSPについて
は、「委託先の管理」という⽂⾔の中に含め得るのか、それとも特に別の記載で位置付けるべきなのかという点については、今後の法制的
な調整次第だが、少なくともPSPを念頭に置いた概念ではない。

  という回答があった。

マンスリークリア取引において、抗弁の接続の導⼊やイシュアーについての苦情処理義務を設けないということについて反対。消費者にと
って顔の⾒える相⼿はイシュアーであり、法整備をしてほしいというのは消費者の願い。今回問題となっている事例の原因は悪質加盟店に
あると思うが、悪質加盟店に係るトラブルを無くすためにもマンスリークリア取引についてイシュアーに相談できることが必要。この2点
については検討事項とした上で、今後も注視していく必要がある。

アクワイアラーやPSPの登録制については賛成。アクワイアラーの登録要件としてイシュアーから情報連携を受ける体制を整備することと
されているが、この点について消費⽣活センターから情報連携を受ける仕組みを設けていただくことはできないか。

前述のマンスリークリア取引に係る措置と消費⽣活センターからの情報連携について、報告書における記載ぶりにそうした意⾒を汲んでい
ただきたい。

  という意⾒があり、事務局から

御意⾒については承知。そうした意⾒があることを踏まえて報告書案を作成したが、更に補⾜する必要があるか検討したい。

消費⽣活センターからの情報連携を受ける体制について、消費⽣活センターを割賦販売法に位置付けることは難しいことを御理解いただき
たい。なお、関係者間の情報連携という点については報告書に記載しているとおり。

  という説明があったところ、委員⻑から

義務付けとして関係者間の連携を書くのではなく、法的な義務付け以外の部分で連携を深めるということが報告書の⽴場である。その他御
意⾒があった点については、報告書案において既に、「現段階においては」と明記されており、⼗分に配慮されているものと思料。

  という回答があった。

PSPについて「任意登録制」という⽂⾔が使われているが、今回の報告書における趣旨を踏まえると、「選択的登録」と書いてはどうか。

報告書全体については、よくまとめていただいたものと考えている。賛成したい。

報告書には「悪質加盟店排除」という⽂⾔が記載されている。記載されている趣旨は理解するが、こうした⽬的は報告書に書いたり制度に
書けば魔法のように実現するというものではない。クレジットカード事業者等と加盟店は契約に基づいて取引を⾏っており、排除するとい
っても契約に基づき取引が終了されなければならない。今後制度にあわせて契約が変わっていくべきということだと認識している。報告書
に書くことではないが、しっかりと時間をかけて取り組んでいくべきことと考える。

  という意⾒があり、委員⻑より

P.13に「悪質加盟店を適切に排除する体制の構築」という記載があるが、報告書の中で直接的に書き過ぎているところがあれば、今の意⾒
を踏まえ記載ぶりを検討させていただきたい。

  という回答があった。

国際ブランドに係る記載ぶりについて、P.14の（5）においては「国際ブランドとのより⼀層の連携強化が必要」としている⼀⽅、P.19で
は「必要に応じ、将来の検討課題とする」と記載されている。この箇所について、「必要に応じ」という⽂⾔を削除する等、より強調した
表現としてもよいのではないか。



事業者も含めた関係機関による連携強化に向けた取組について、こうした取組を進める際の要は国際ブランドである。国際ブランドについ
ても、連携強化を進めるべきだということをもう少し強く書くべきではないか。

  という意⾒があった。

P.7,8において国⺠⽣活センターから⽰されたデータが記載されているが、分析の最も重要な部分が落ちてしまっている。Cに分類される相
談についてはイシュアーが解決に関わる割合が低くなっている。この点を踏まえ、イシュアーとアクワイアラーの情報連携ができていない
のではないかという点が数字で指摘されている。その点については報告書でも触れていただきたい。

P.8（2）では事務局で調査した内容として、法令や会員規約の考え⽅を原則としつつも、法令や会員規約を超えて対応することが多いと記
載されている。確かに、多くの事業者はそうした対応を⾏っているだろうと認識している⼀⽅、相談の現場では、対応していない事業者も
いることがうかがわれる。事業者の⾃主的な取組の促進については、不⼗分な事業者における対応の底上げを継続的に⾏ってもらうことが
前提。底上げを積極的にやっていくということが、後半のイシュアーの措置に係る記載でうかがえないので、「おわりに」の箇所等でイシ
ュアーにおける対応の底上げが課題だということに触れてもらう必要があるのではないか。

情報共有ということに関連して、P.18（4）の認定割賦販売協会に係る記載において、イシュアーの扱うマンスリークリア取引については
触れられていない。情報共有をしっかりと⾏うという意味ではJDMを活⽤することが重要。イシュアーの扱うマンスリークリア取引につい
て、具体的な⾏為義務や体制整備義務を規定しないとしても、イシュアーとアクワイアラーの情報共有の訓⽰規定をいれておけば個々の制
度に反映できるのではないか。

  という意⾒があった。

全体としてよくまとめられており、⼤変ありがたい。⽅向性に異論はない。

また、報告書の記載や業界の意⾒として、消費者の理解を得るための取組の充実を図っていただけるというのはありがたい。

P.7のC区分の相談について、イシュアーが関わるべきではないかという意⾒があったが、その点には異論がある。こうしたC区分の相談は
クレジットカード会社として対応できない限界事例だと考えられる。商品や役務の内容をクレジットカード会社が確かめられるわけではな
く、提供された商品・役務が販売業者の説明と違うという消費者の⾔い分のみをもってクレジットカード会社が販売業者を悪質と決めつけ
ることはできない。⼀定の⽔準を満たさない事業者の底上げが必要という点には賛同するが、底上げの対象はこの点であるということには
疑問を覚える。

  という意⾒があり、別の委員から

C区分の相談について、情報連携をもっと促進すべきというのは販売業者を悪質と認定すべきということとは異なる。アクワイアラーに苦
情情報を通知して消費者に結果を還元することで、消費者の納得を得られるだろう。こうした取組を⾃主的対応の底上げという範囲で求め
ても、過⼤な負担とはならないのではないか。

  という意⾒があったところ、委員⻑から

底上げという点については最低限の⽔準に係る要件等を記載することは難しいため、情報連携として記載している。C区分の相談における
情報の消費者還元等については、慎重な委員が多かったことを御理解いただきたい。

  という回答があった。

現状、消費⽣活センターからクレジットカード会社に連絡を⼊れると柔軟に対応してくれており、相談現場としては助かっている。この審
議会が終わった後も、そのような対応をしてくれることを期待している。情報連携を現実的なものとして今後進めていただきたい。

  という意⾒があった。

報告書については、よくまとめていただいたものと考えている。

「おわりに」の「消費者保護と経済合理性の均衡に配慮」という⽂⾔があるが、単純な経済合理性の議論が重要なのではない。個々の消費
者の保護と全体の消費者がいかに被害に巻き込まれないようにするかという点のどこに軸⾜を置くかという議論があったものと認識。ま
た、クレジットカード会社が問題なくサービスを提供することで、消費者が便益を受けられるという実態も保護の対象として考慮するべ
き。それらのバランスを踏まえて、法的な措置を考えるべきという議論があったものであり、消費者保護と経済合理性の⼆項対⽴の議論を
したつもりはなく、違和感がある。

国際ブランドは機能分化したクレジットカード取引における重要なプレイヤーである。今回の措置においては、アクワイアラーやPSPを位
置付けようとしているが、国際ブランドも重要。法的な措置はともかく、国として実態を把握していないということはよくない。今後の検
討課題として、より踏み込んだ記載をすべき。

クレジットカード取引においては、イシュアー・アクワイアラーのみならず、アクセプタンス、プロセッシング、セトルメント等、更なる
機能分化が予想され、こうした取引実態の変化に対応することが今後も課題となるだろう。今回の措置はオフアス取引には対応している
が、実際の経営実態は更に前へ進んでいる。こうした経営実態に追いつくため、今後も検討を継続するという点について記載していただき
たい。

  という意⾒があり、委員⻑から

検討したい。
  という回答があった。

報告書全体としては実態を踏まえ、よくまとめていただいたものと認識。

PSPについては、任意登録制とするということだが、登録を受けた場合の法規制を避けるために、事業者が登録を⾏わないという場合も考
えられる。制度の趣旨が⾻抜きになり、正直者が損をしないような制度の整備・執⾏をお願いしたい。

  という意⾒があり、委員⻑から

御指摘の点については制度の根幹に関わるところだと認識。措置を踏まえた上で、将来の課題として提⾔いただいたものと理解。今回の措
置としては、アクワイアラーの義務の⼀部軽減の措置が想定されている。

  という回答があった。

報告書については、従来の議論を踏まえてよくまとめられている。事務局に感謝したい。



アクワイアラー等に対する措置については、概ね認識の共有に⾄ってると理解。⼀⽅、イシュアーについてはどのように措置すべきかとい
う議論がある。特に、マンスリークリア取引に係る報告書の記載について反対だという意⾒があったが、アクワイアラー等については新た
に義務が導⼊されるということを踏まえると、イシュアーのマンスリークリア取引における措置の導⼊については、今後の状況を⾒ながら
検討していくということで、報告書をまとめるのも⼀つの⼿ではないか。

⺠事効については今回は措置されないが、チャージバックについて、イシュアーの対応の選択肢として検討する余地はあるのではないか。
ただし、チャージバックは契約ルールであるため義務を課すということにはならないだろう。報告書における記載についても、現段階では
必要ないものと認識。

  という意⾒があった。

現段階ではイシュアーのマンスリークリア取引については法的に措置しないことについて異論はない。むしろ、法的な措置以外のところで
の取組が必要だろう。

PSPの任意登録制について、登録するためのインセンティブが発⽣するような仕組みを作ることが重要。また、イシュアについては対応の
底上げやチャージバックの活⽤が重要。その上で、事業者の⾏動を評価するのは市場の役割だと認識。市場がよい対応をしているPSPやイ
シュアーを選んでいけるような仕組みも重要だということを⼀⾔いれていただけないか。

資料2のP.23の特商法に係る記載について、加盟店が悪質な取引をしているのであって、クレジットカード会社にできることには限界があ
るのだろう。特に海外の加盟店との取引について割賦販売法では措置できないと理解。これに対し、特商法は直接的に悪質な事業者に執⾏
ができるという点で期待が⾼い。⼀⽅で、報告書内の「アクワイアラー・PSPに関する情報を表⽰する」ということについては望まない。
6⽉24⽇（⽔曜⽇）に特商法専⾨調査会が開催されたが、同調査会の中では、アクワイアラー・PSPに関する情報の表⽰に効果があるの
か、消費者へのメッセージ効果がないのではという意⾒もあった。また、海外の悪質事業者のために、なぜ国内事業者が重い義務を負わな
くてはならないのかという疑問の声があった。「アクワイアラー・PSPに関する情報を表⽰する」という記載は削除して、法執⾏だけに係
る記載にしてもらえないか。

  という意⾒があり、オブザーバーから

特商法専⾨調査会においては、反対の⽴場からは効果が薄いとか、中⼩零細企業には負担になるという意⾒が出た。⼀⽅、表⽰を求める⽴
場からは、消費者として、請求を⾏うのは誰か知っておきたいという意⾒やインターネットでトラブルにあった場合、アクワイアラーや
PSPが表⽰されていないと国際ブランドを経由して連絡を取らなければならなくなり、迅速な対応ができなくなるのではないかという発⾔
があり、議論継続となった。

アクワイアラー・PSPに関する情報の表⽰についてこの⼩委員会が特商法専⾨調査会に期待するのは⾃然なことだと認識。「アクワイアラ
ー・PSPに関する情報を表⽰する」という記載は残してよいのではないか。

  という意⾒があったところ、最初に発⾔した委員とは別の委員から

アクワイアラー・PSPに関する情報の表⽰は残すべき。消費者に対する効果が薄いのではないかという意⾒も理解できるが、表⽰によって
期待できる効果もある。⼀部の委員から発⾔があったが、表⽰があることは、市場による選択の⼀助となるのではないか。表⽰が義務化さ
れれば、全く登録を受けていないPSP等を経由していればすぐにわかるようになる。また、事業者が虚偽表⽰をする可能性もあるが、虚偽
表⽰があれば特商法で対応すればよい。少なくとも、この⼩委員会としては重要な記載であると認識。

  という意⾒があり、更に別の委員から

割賦販売法においては、アクワイアラー等に登録制や悪質加盟店の排除といった法的措置をとるものと認識。海外アクワイアラーと取引す
る加盟店でも、⽇本の利⽤者に向けてアピールして契約をとっている事業者もいる。消費者への啓発が前提だが、表⽰義務を導⼊すること
で、当該事業者が加盟店調査を受けているのかをわかるようにすることが重要。このような措置を設ければ、海外アクワイアラー・海外の
加盟店についても、全く⼿つかずということにはならない。

海外通販サイトについては、特商法で規制しても具体的な対処は無理だという意⾒もあったが、そうではない。サイト業者で連絡先等をき
ちんと表⽰していない者については、公⽰送達による処分を⾏った。また、インターネットサービスプロバイダーに削除を依頼するという
⽅法もある。海外業者だとしても表⽰義務を定めておけば、規定への違反を捉えて法執⾏に活⽤できるという議論があった。このような措
置を設ければ、割賦販売法における措置と特商法における措置との間に隙間が空かないようにできるのではないか。

  という意⾒があったところ、最初に発⾔した委員から

新しく法的な義務付けをしなくても現⾏法でできることはある。また、現⾏の特商法における表⽰義務に違反している事業者は多くいるも
のと認識。まずはそうした事業者に対する執⾏を⾏うということが重要ではないか。

表⽰があることは、市場による選択の⼀助となるという意⾒はそのとおり。販売事業者は消費者にどう⾒えるかというところを気にする。
そうした表⽰が消費者にアピールするという確証が得られれば喜んで表⽰するだろう。真⾯⽬な事業者の⾃主的な取組として表⽰すればよ
く、表⽰を奨励することに反対はしないが、義務付けとする必要はないのではないか。

  という意⾒があり、更に別の委員から

「アクワイアラー・PSPに関する情報を表⽰する」という記載について、違和感もある⼀⽅、記載する意義もあると考えている。それぞれ
について発⾔する。消費者被害は加盟店との取引におけるトラブルが原因となっており、そうした悪質な取引に対処するという⽂脈で特商
法における対応を議論してきたものと理解。どのようなアクワイアラーやPSPを使っているかということは、消費者の選択との関係では周
辺的なものであり、「重要」と記載されると少し違和感を覚える。重要なのは取引内容そのもの。1パラグラフ⽬で「クレジットカード取
引に係る相談・苦情の⼤半は加盟店に起因する」と書いておきながら、「このような点に対応するため…例えば、アクワイアラー・PSPに
関する情報を表⽰する」とするのは違和感がある。

⼀⽅、当委員会の議論との関係では、記載する意義があると考える。したがって、「当委員会の関係においては、アクワイアラー・PSPに
関する情報を表⽰するといった対応が考えられる」といった記載ぶりとするのがよいのではないか。

  という意⾒があったところ、委員⻑から

特商法においては、広告表⽰事項の⼀部として⽀払⽅法を書くこととなっている。そうした措置の⼀環としてアクワイアラー・PSPに関す
る情報を表⽰できないかという議論だと認識。



最終更新⽇︓2015年7⽉6⽇

これまでの議論を踏まえると、当委員会の委員の意⾒としては表⽰についての記載を残すべきとする意⾒が多いが、「当委員会との関係に
おいては」と記載することも⼀案では。

苦情を⾔う消費者は表⽰があっても⾒ないという議論があった。しかし、表⽰があることによってトラブルにあわずに済んだ⼈のデータは
存在しないものの、そうした⼈々がいるということをよく⾒なければならないのではないか。苦情を⾔わない消費者や今ある仕組みにおい
て利便性を享受している⼈々がおり、そうした⼈々の⽴場からの意⾒を吸い上げるために当委員会の有識者が集まっているものと認識。そ
れにもかかわらず、この議論になった途端、消費者は表⽰を⾒ないというのはおかしいの。

  という回答・指摘があった。

報告書全体についてはバランスのよいものができたと認識。

特商法における表⽰については、情報による誘導施策の⼀種と理解している。アクワイアラー・PSPに関する情報は通信販売において周辺
的情報であるという⼀部の委員からの意⾒についてはそのとおり。しかし、周辺的なものであっても、多様な情報があって悪いということ
にはならない。選択の⼀助として豊富にあった⽅がよい。記載ぶりをどうするかというところは議論の余地があるかも知れないが、記載す
ることそのものについては何の問題もない。

  という意⾒があり、委員⻑から

実質的にやることを決めるのは特商法専⾨調査会の⽅だが、現在までの議論を踏まえると「当委員会との関係においては」といった記載ぶ
りを検討するということではないか。

  という指摘があった。

最後に、委員⻑より、本⽇の指摘を踏まえ必要な修正をするということで、取りまとめは委員⻑に⼀任としていただきたい旨発⾔があり、
特段異議は⽰されなかった。
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